
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 所管事務の調査（報告） 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応等について 

資 料 １ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応等について 

参考資料１ 高齢者介護サービス事業所の新型コロナウィルスへの対応等に

関するＷＥＢ調査の結果（概要） 

参考資料２ 障害福祉サービス事業所等の新型コロナウィルスへの対応等に

関するＷＥＢ調査の結果（概要） 

参考資料３ 「新型コロナウィルス流行によるストレスの対処について」 

チラシ 

令和２年５月１５日 

健康福祉局 
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資料１

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応等について 

（地域包括ケア推進室・長寿社会部・障害保健福祉部・医療保険部） 

１ 衛生用品の配布 

(１)高齢者福祉施設 

・３月上旬 

７０８施設・事業所に対し、市備蓄のマスク７３，８５０枚、手指消毒用アルコー

ル５１７リットルを配布 

・４月下旬 

１，９５７施設・事業所に対し、本市及び県が調達したマスク４４７，８００枚を

配布 

・４月下旬から５月上旬 

１，９５７施設・事業所に対し、県から直送により手指消毒用アルコール３，６９

０リットルを配布 

(２)障害児者福祉施設 

・３月中旬から４月中旬 

３９０施設・事業所に対し、市備蓄のマスク２０，２００枚を配布 

・４月下旬 

１，１０３施設・事業所に対し、本市が調達したマスク１１０，０００枚を郵送 

・３月下旬から 

２０２の施設・事業所に対し、国から直送により手指用消毒アルコール１９００リ

ットルを配布中 

(３)医療的ケア児がいる家庭 

４６家庭に対し、県が調達した手指消毒用エタノールジェルを９２個配布 

(４)その他 

市民の方や企業、地域団体などからマスク等の寄付の申出があり、寄付物品につい

ては随時、福祉施設や医療機関等に配布している。 

(５)今後の予定 

国や県、寄付を受けた各種衛生用品については、今後も必要としている施設に対し

て配布を行う。 

２ 経費の補助 

(１)障害者福祉施設への衛生用品等の調達に係る経費 

障害福祉サービス等事業所を運営する団体を対象に、新型コロナウイルス対策に必

要な衛生用品の購入経費を補助 

＜補助実績＞ 

   申請団体数：１９団体 

   対象の衛生用品：マスク、消毒液、除菌剤（ハイター等）、体温計など 
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   補助額：２，１６５，０００円 

(２)就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークのシステム導入経費 

就労系障害福祉サービス事業所を対象に、障害者の在宅就労の実施に係る、タブレ

ット端末等の経費を補助（１事業所あたり上限２５０万円） 

  ＜補助実績＞ 

    対象：２事業所 

経費：パソコン１１台、ソフトウェア１ライセンス 

    補助額：１，７９１，０００円 

３ 市民利用施設の休止等 

・川崎市総合福祉センター及び川崎市福祉パル 

令和２年４月１１日から令和２年５月３１日まで原則施設利用不可 

・いこいの家（４８館）及びいきいきセンター（７館） 

令和２年４月１１日から当面の間、全館休館 

４ 高齢者福祉施設・事業所、介護認定等 

(１)事業所宛てＷＥＢ調査 

事業所宛てに新型コロナウイルスへの対応等に関するＷＥＢ調査を実施 

１，２４２事業所のうち４９９事業所から回答、臨時休業が１５事業所、事業を一

部縮小している事業所が５５事業所 

(２)施設・事業所の人員基準等の臨時的な取扱い 

国が示した人員、設備、運営及び算定に関する基準緩和のほか、当該基準緩和に関

する市解釈等を介護サービス事業者に周知 

(３)要介護認定及び要支援認定の有効期間の延長 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難なことにより

認定調査が行えない更新申請者については、本人の同意を得た上で認定有効期間を

延長（６か月または１２か月）している。 

５ 障害児者福祉施設、支給決定等 

(１)施設・事業所宛てＷＥＢ調査 

施設・事業所へ新型コロナウイルスへの対応等に関するＷＥＢ調査を実施 

障害者福祉施設・事業所・地域活動支援センターＡ型について３９６事業所のうち

２２４事業所から回答、臨時休業が５事業所、事業を一部縮小している事業所が８

１事業所（児童分等を含めたものは集計中） 

(２)施設・事業所の人員基準等の臨時的な取扱い 

国が示した人員、設備、運営及び算定に関する基準緩和のほか、当該基準緩和に関

する市解釈等を周知 

(３)障害支援区分認定の臨時的な取扱い 

面会が困難な利用者に対する障害支援区分の認定を従来の期間に新たに１２か月 

までの範囲内で延長 
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(４)放課後等デイサービスに係る保護者の負担増加に対する支援 

学校の臨時休業に伴う放課後等デイサービスの利用の増加等による保護者の利用者

負担の増加分を支援（事業所からの利用料請求額未確定） 

(５)所得減少者に対する利用者負担の免除 

世帯の主たる生計維持者の総所得金額等が一定の水準まで減少する場合に、申請に

よりサービス利用に係る利用者負担を免除（現時点での申請０件） 

(６)障害者手帳の取り扱い 

・精神保健福祉手帳 

令和２年３月３１日から令和３年２月２８日までに手帳の有効期限を迎える方のう

ち、更新申請時に同手帳用診断書を添えて提出する必要がある場合は、申請書の提

出をもって、現在所持している手帳の有効期限を１年以内の診断書の提出を猶予し

た上で、有効期限を更新する。 

・身体障害者及び療育手帳 

再認定（再判定）手続きについて、再認定（再判定）を実施する期日を１年間延長

する方向で検討している。 

６ 国民健康保険・介護保険 

(１)国民健康保険に係る傷病手当金の支給 

給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したこと等

で労務に服することができないときに傷病手当金を支給 

【５月１１日時点】申請受付  ０件 

(２)国民健康保険料・介護保険料の減免及び徴収猶予 

・令和２年２月以降の納期分について、減免申請及び徴収猶予の申請期限を延長

【４月末日時点】

 国民健康保険料 減免申請 ３９件 徴収猶予 ４件

 介護保険料   減免申請  １件 徴収猶予 ０件

・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する等、保険料の納付が困難と

なった被保険者の国民健康保険料を減免（今後実施予定） 

７ 重度障害者医療証の有効期間の延長 

有効期限が３月３１日から５月３１日までの医療証をお持ちの方（５１人）に対し、

有効期限を９月３０日まで延長した医療証を４月２８日に郵送。６月３０日から８

月３１日までの方（約２００人）に対しては、５月中に郵送予定 

８ 社会福祉協議会が行う貸付等 

(１)緊急小口資金 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により生活資金でお悩みの世帯向け

の無利子貸付 

【５月１日時点】申請受付件数 ２，０６８件 

(２)総合支援資金（生活支援費） 

新型コロナウイルス感染症の影響による失業等で日常生活の維持が困難になってい

る世帯への無利子貸付  
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【５月１日時点】申請受付件数 ２１７件 

※相談や貸付の申請受付は各区社会福祉協議会（福祉パル）で実施。 

相談件数（電話・来所）は（１）、（２）併せて５，７９３件 

９ 「新型コロナウイルス流行によるストレス対処について」チラシ作成 

「市民向け」「（福祉）支援者向け」「（保健）従事者向け」「医療従事者向け」「保護

者向け」のストレス対処のチラシを作成し、市ホームページへの掲載、区役所や障

害者相談支援センター、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関等に配布

等の方法により周知を行った。 
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参考資料１
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参考資料２

8



9



10

参考資料３
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